
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2003－98057
(P2003－98057A)

(43)公開日 平成15年4月3日(2003.4.3)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �G�0�1�N  1/28    

   � � � �  21/27    

   � � � �  21/33    

   � � � �  27/416   

   � � � �  30/02    

   �G�0�1�N 21/27    Z

   � � � �  21/33    

   � � � �  30/02    B

   � � � �  30/88    C

   � � � �  31/16    Z

�2�G�0�4�2

�2�G�0�5�2

�2�G�0�5�9

審査請求 未請求 請求項の数 10ＯＬ（全 7 数） 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001－286916(P2001－286916)

(22)出願日 平成13年9月20日(2001.9.20)

(71)出願人 000006208

三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

(72)発明者 野崎 昭宏

長崎県長崎市深堀町五丁目717番1号  三菱

重工業株式会社長崎研究所内

(72)発明者 塚原 千幸人

長崎県長崎市深堀町五丁目717番1号  三菱

重工業株式会社長崎研究所内

(74)代理人 100078499

弁理士 光石 俊郎 (外2名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 有害成分の分析方法

(57)【要約】
【課題】  例えば海洋移動体、海洋構造物に塗装された
防汚塗料中の有害成分の分析方法を提供する。
【解決手段】  海洋移動体、海洋構造物等の駆体１１に
塗装された防汚塗料中のＰＣＢを分析する方法であっ
て、駆体１１に塗装された塗料を剥離手段１２により剥
離等した後、該剥離された試料１３を有機溶剤１４に投
入し、試料１３中の有機物を抽出１５し、該抽出液１６
を乾燥１７させた後、該乾燥物を水に溶解１８させ、該
溶解水溶液１９を酵素免疫法２０で分析する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被測定物中に含有する有害成分を分析す
る方法であって、
上記被測定物の表面を剥離又はその一部を採取等して試
料を得た後、
該試料を有機溶剤に投入して有害成分を抽出し、該抽出
液を乾燥させた後、該乾燥物を水に溶解させ、該溶解水
溶液を酵素免疫法で分析することを特徴とする有害成分
の分析方法。
【請求項２】  被測定物中に含有する有害成分を分析す
る方法であって、
上記被測定物の表面を剥離又はその一部を採取等して試
料を得た後、
該試料を有機溶剤に投入し、該試料中の有機物を抽出
し、該抽出液を水洗した後、該水洗後の有機抽出物を燃
焼分解させ、分解物中の無機物を無機吸収液に吸収さ
せ、該吸収液を滴定法で分析することを特徴とする有害
成分の分析方法。
【請求項３】  被測定物中に含有する有害成分を分析す
る方法であって、
上記被測定物の表面を剥離又はその一部を採取等して試
料を得た後、
該試料を有機溶剤に投入し、該試料中の有機物を抽出
し、該抽出液を水洗した後、該水洗後の有機抽出物を燃
焼分解させ、分解物中の無機物を無機吸収液に吸収さ
せ、該吸収液をイオン電極法で分析することを特徴とす
る有害成分の分析方法。
【請求項４】  被測定物中に含有する有害成分を分析す
る方法であって、
上記被測定物の表面を剥離又はその一部を採取等して試
料を得た後、
該試料を有機溶剤に投入し、該試料中の有機物を抽出
し、該抽出液を水洗した後、該水洗後の有機抽出物を燃
焼分解させ、分解物中の無機物を無機吸収液に吸収さ
せ、該吸収液をイオンクロマトグラフ法で分析すること
を特徴とする有害成分の分析方法。
【請求項５】  被測定物中に含有する有害成分を分析す
る方法であって、
上記被測定物の表面を剥離又はその一部を採取等して試
料を得た後、
該試料を有機溶剤に投入し、該試料中の有機物を抽出
し、該抽出液を水洗した後、該水洗後の有機抽出物を燃
焼分解させ、分解物中の無機物を無機吸収液に吸収さ
せ、該吸収液を紫外可視吸光光度法で分析することを特
徴とする有害成分の分析方法。
【請求項６】  請求項２乃至４のいずれか一において、
上記燃焼がボンベ燃焼分解法又は燃焼管加熱分解法であ
ることを特徴とする防汚塗料中の有害成分の分析方法。
【請求項７】  請求項１乃至５のいずれか一において、
上記被測定物が船舶、海洋構造物等の駆体に塗装された
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ＰＣＢ含有防汚塗料であることを特徴とする防汚塗料中
の有害成分の分析方法。
【請求項８】  請求項１乃至５のいずれか一において、
上記剥離がワイヤブラシ又はサンドブラスト乃至グリッ
ドブラストによる剥離であることを特徴とする防汚塗料
中の有害成分の分析方法。
【請求項９】  請求項１乃至５のいずれか一において、
上記被測定物が不燃材を含む建材であることを特徴とす
る建材中の有害成分の分析方法。
【請求項１０】  請求項１乃至５のいずれか一におい
て、
上記被測定物が環境ホルモン類を含む土壌等であること
を特徴とする汚染物中の有害成分の分析方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば海洋移動
体、海洋構造物に塗装された防汚塗料、不燃材が含まれ
る建材、環境ホルモン類を含む土壌等の有害成分を分析
する方法に関する。
【０００２】
【背景技術】過去、タンカーや海洋構造物等の表面に付
着する海洋生物の付着を防止するために、ＰＣＢ、有機
スズ等の有害成分を含有した防汚塗料、防汚剤（以下
「防汚塗料」という）が用いられていた。ＰＣＢ含有の
防汚塗料は船舶の外板に例えばフジツボ・セルプラ等の
貝類や、アオノリ・アオサ等の介装類等の海洋生物が付
着した結果生じる抵抗の増大の防止や、これに伴う船速
の低下や燃料の増大を防止するものとして使用されてい
たが、ＰＣＢ含有塗料使用が全面的に禁止されており、
これらを含有する防汚塗料を使用した海洋移動体（タン
カー、客船等）や海洋構造物の修繕も国内では一切禁止
されている。
【０００３】しかしながら、諸外国においては上記防汚
塗料の使用が禁止されていない場合もあり、この船籍船
がわが国領海で座礁した場合には、修繕工事が発生する
可能性がある。このため、現在、毒性含有防汚塗料の使
用が不明確な船、海洋構造物の修繕においては、その都
度サンプリングし、研究所又は分析機関に持ち込んで、
公定分析法による長期間（数日間以上）を要する分析を
実施している。
【０００４】このため、海洋事故等の緊急性を要する場
合や、修繕現場の使用済塗料廃棄物のオンサイト評価等
に的確に対応できないという、問題がある。
【０００５】また、建築材において不燃材として臭素化
物が混入されている場合があり、この不燃材の廃棄の際
における高温での焼却処分等による臭素化ダイオキシン
類の問題があるが、その簡易分析法は提案されていな
い。
【０００６】さらに、例えばダイオキシン類等の環境残
留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）又は環境ホルモンに汚染
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された物質や土壌その他等においては、その分析には高
度な技術と高価な分析手段が必要であるため、現場にお
いて簡易迅速に判定する方法が望まれている。
【０００７】また、工場跡地において、脱脂溶剤として
使用したトリクロロエチレン等が土壌にしている場合
に、現場において簡易迅速に判定する方法が望まれてい
る。
【０００８】本発明は上述した問題に鑑み、例えば海洋
移動体、海洋構造物に塗装された防汚塗料中のＰＣＢ等
や不燃建材や土壌中の環境ホルモン類を簡易且つ迅速に
分析する方法を提供することを課題とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】前述した課題を解決する
第１の発明は、被測定物中に含有する有害成分を分析す
る方法であって、上記被測定物の表面を剥離又はその一
部を採取等して試料を得た後、該試料を有機溶剤に投入
して有害成分を抽出し、該抽出液を乾燥させた後、該乾
燥物を水に溶解させ、該溶解水溶液を酵素免疫法で分析
することを特徴とする有害成分の分析方法にある。
【００１０】第２の発明は、被測定物中に含有する有害
成分を分析する方法であって、上記被測定物の表面を剥
離又はその一部を採取等して試料を得た後、該試料を有
機溶剤に投入し、該試料中の有機物を抽出し、該抽出液
を水洗した後、該水洗後の有機抽出物を燃焼分解させ、
分解物中の無機物を無機吸収液に吸収させ、該吸収液を
滴定法で分析することを特徴とする有害成分の分析方法
にある。
【００１１】第３の発明は、被測定物中に含有する有害
成分を分析する方法であって、上記被測定物の表面を剥
離又はその一部を採取等して試料を得た後、該試料を有
機溶剤に投入し、該試料中の有機物を抽出し、該抽出液
を水洗した後、該水洗後の有機抽出物を燃焼分解させ、
分解物中の無機物を無機吸収液に吸収させ、該吸収液を
イオン電極法で分析することを特徴とする有害成分の分
析方法にある。
【００１２】第４の発明は、被測定物中に含有する有害
成分を分析する方法であって、上記被測定物の表面を剥
離又はその一部を採取等して試料を得た後、該試料を有
機溶剤に投入し、該試料中の有機物を抽出し、該抽出液
を水洗した後、該水洗後の有機抽出物を燃焼分解させ、
分解物中の無機物を無機吸収液に吸収させ、該吸収液を
イオンクロマトグラフ法で分析することを特徴とする有
害成分の分析方法にある。
【００１３】第５の発明は、被測定物中に含有する有害
成分を分析する方法であって、上記被測定物の表面を剥
離又はその一部を採取等して試料を得た後、該試料を有
機溶剤に投入し、該試料中の有機物を抽出し、該抽出液
を水洗した後、該水洗後の有機抽出物を燃焼分解させ、
分解物中の無機物を無機吸収液に吸収させ、該吸収液を
紫外可視吸光光度法で分析することを特徴とする有害成
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分の分析方法にある。
【００１４】第６の発明は、第２乃至４のいずれか一の
発明において、上記燃焼がボンベ燃焼分解法又は燃焼管
加熱分解法であることを特徴とする防汚塗料中の有害成
分の分析方法にある。
【００１５】第７の発明は、第１乃至５のいずれか一の
発明において、上記被測定物が船舶、海洋構造物等の駆
体に塗装されたＰＣＢ含有防汚塗料であることを特徴と
する防汚塗料中の有害成分の分析方法にある。
【００１６】第８の発明は、第１乃至５のいずれか一の
発明において、上記剥離がワイヤブラシ又はサンドブラ
スト乃至グリッドブラストによる剥離であることを特徴
とする防汚塗料中の有害成分の分析方法にある。
【００１７】第９の発明は、第１乃至５のいずれか一の
発明において、上記被測定物が不燃材を含む建材である
ことを特徴とする建材中の有害成分の分析方法にある。
【００１８】第１０の発明は、第１乃至５のいずれか一
の発明において、上記被測定物が環境ホルモン類を含む
土壌等であることを特徴とする汚染物中の有害成分の分
析方法にある。
【００１９】
【発明の実施の形態】本発明による有害成分の分析方法
の実施の形態を以下に説明するが、本発明はこれらの実
施の形態に限定されるものではない。
【００２０】［第１の実施の形態］図１は本実施の形態
にかかる防汚塗料中の有害成分の分析方法の工程図を示
す。図１に示すように、本実施の形態にかかる分析方法
は、海洋移動体、海洋構造物等の駆体１１に塗装された
防汚塗料中のＰＣＢを分析する方法であって、駆体１１
に塗装された塗料を剥離手段１２により剥離等した後、
該剥離された試料１３を有機溶剤１４に投入し、該試料
１３中の有機物を抽出１５し、該抽出液１６を乾燥１７
させた後、該乾燥物を水に溶解１８させ、該溶解水溶液
１９を酵素免疫法２０で分析するものである。
【００２１】上記駆体１１からＰＣＢ含有塗料を剥離す
る手段としては、例えばワイヤブラシ、サンドブラスト
又はグリッドブラスト等を挙げることができるが、駆体
１１から塗料を剥離することができる手法であればこれ
らに限定されるものではない。
【００２２】ここで、駆体１１とはタンカー、外航船、
修繕船、浚渫船等の船舶や、桟橋、浮き桟橋等の海洋構
造物等を挙げることができるが、本発明ではＰＣＢ含有
防汚塗料が塗装されている駆体であればこれらに限定さ
れるものではない。
【００２３】図８及び図９にワイヤブラシ法及びブラス
ト法の一例を示す。
【００２４】図８に示すようにワイヤブラシ法による剥
離は、駆体１１の所定区間を覆うカバー３１の内部で回
転自在なワイヤブラシ３２が設けられており、ワイヤブ
ラシ３２を回転させることで、駆体１１の表面から塗料
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３３を剥離し、外部に設けられた吸引手段（図示せず）
により剥離塗料３３が吸引され、分析試料１２に供給さ
れている。
【００２５】図９に示すようにブラスト法による剥離
は、駆体１１の所定区間を覆うカバー３１の内部に外部
よりサンド又はグリッド等のブラスト材３４を吹付け、
塗装を３３剥離させ、該剥離された塗料３３はブラスト
材３４と共に外部に設けられた吸引手段（図示せず）に
より吸引され、分析試料１３に供給されている。
【００２６】上記有機溶剤１４としては、例えばｎ－ヘ
キサン、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、トリクロ
ロエチレン等の塗料の溶解効率が高い溶剤を用いること
ができる。この抽出によりブラシやブラスト処理により
剥離された粉体を固液抽出して除去することができる。
【００２７】上記有機溶剤で抽出した有機物を乾燥、固
化し、その水溶性成分を酵素免疫法を用いて、抗体の識
別力により、ＰＣＢを測定する。なお、上記乾燥は、有
機溶剤を除去するので使用有機溶媒の蒸発温度程度でよ
い。その後、乾燥固化物に水を添加して水溶性成分を抽
出する（いわゆる逆抽出）。
【００２８】酵素免疫法は各種測定対象（ＰＣＢ、ダイ
オキシン類及び種々の環境ホルモン類）に応じて抗体が
あり、計測対象の抗体を適宜選択して用いるようにすれ
ばよい。
【００２９】一例として、ＰＣＢ測定用の抗体は、ＨＲ
Ｐ標識－抗ＰＣＢポリクロナール工程等を挙げることが
できる。
【００３０】上記酵素免疫法は１～２時間であるので、
全体として３～５時間程度とで簡易迅速に目的物の分析
が可能となる。
【００３１】［第２の実施の形態］図２は本実施の形態
にかかる土壌中の有害成分の分析方法の工程図を示す。
図１に示すように、本実施の形態にかかる分析方法は、
土壌５１に含まれる環境ホルモン類（例えばビスフェノ
ールＡ）を分析する方法であって、土壌５１の一部を採
取して乾燥５２した後、該試料５３中を有機溶剤１４に
投入し、該試料５３中の有機物を抽出１５し、該抽出液
１６を乾燥１７させた後、該乾燥物を水に溶解１８さ
せ、該溶解水溶液１９を酵素免疫法（ビスフェノールＡ
用の抗体を使用）２０で分析するものである。
【００３２】上記採取した試料は必要に応じて粉砕処理
するようにして、有機溶剤による抽出効率を向上させる
ようにしてもよい。
【００３３】また、土壌に限らず、環境ホルモン類が配
合されている構成体や部材等を分析することもできる。
【００３４】［第３の実施の形態］図３は本実施の形態
にかかる防汚塗料中の有害成分の分析方法の工程図を示
す。図３に示すように、本実施の形態にかかる分析方法
は、海洋移動体、海洋構造物等の駆体１１に塗装された
防汚塗料中のＰＣＢを分析する方法であって、駆体１１
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に塗装された塗料を剥離手段１２により剥離等した後、
該剥離された試料１３を有機溶剤１４に投入し、該試料
１３中の有機物を抽出１５し、該抽出液１６を純水２１
により水洗し２２し、該水洗浄後の抽出液２３をボンベ
燃焼分解２４させて有機物を無機化し、発生した塩化水
素等のハロゲン化物ガスを吸収液（ＮａＯＨ、ＫＯＨ
等）２５に吸収させ、該吸収液２５中の無機体のハロゲ
ン化物（塩素イオン）を分析２６するものである。
【００３５】上記純水で洗浄するのは抽出液１６中の無
機イオンを予め除去するためである。また、ボンベ燃焼
分解は、図４に示すように、ボンベ容器２４ａ内に吸収
液２５を入れ、試料受け皿２４ｂに水洗後の抽出液２３
を載せ、内部に酸素２４ｃを供給した後に、密閉して３
０～３５ｋｇ／ｃｍ3 の圧力下でニッケル線２４ｄの発
火手段で発火させ、吸収液２５に無機体のイオンを吸収
させるようにしている。
【００３６】上記分析手段としては、例えば滴定法、イ
オン電極法、イオンクロマトグラフ法又は紫外可視吸光
光度法等を挙げることができるが、これらに限定される
ものではない。
【００３７】また、上記分析手法は可搬性にすぐれてい
るので、船舶の座礁現場においてもオンサイトで迅速
（約４時間程度）で評価を行うことができる。
【００３８】上記被測定物としては、船舶等に限定され
るものではなく、臭素化物を含有する建材中の分析にも
適用することができる。なお、建材の場合には、その一
部を切り取り等をした後、必要に応じて粉砕して有機溶
剤での抽出効率を向上させるようにしている。
【００３９】［第４の実施の形態］図５は本実施の形態
にかかる防汚塗料中の有害成分の分析方法の工程図を示
す。図５に示すように、本実施の形態にかかる分析方法
は、海洋移動体、海洋構造物等の駆体１１に塗装された
防汚塗料中のＰＣＢを分析する方法であって、駆体１１
に塗装された塗料を剥離手段１２により剥離等した後、
該剥離された試料１３を有機溶剤１４に投入し、該試料
１３中の有機物を抽出１５し、該抽出液１６を純水２１
により水洗し２２し、該水洗浄後の抽出液２３を燃焼管
加熱分解２７させて有機物を無機化し、発生した塩化水
素等のハロゲン化物ガスを吸収液（ＮａＯＨ、ＫＯＨ
等）２８に吸収させ、該吸収液２８中の無機体のハロゲ
ン化物（塩素イオン）を分析２６するものである。
【００４０】上記燃焼管加熱分解２７は、図６に示すよ
うに、円筒型燃焼管２７ａ内の試料ボート２７ｂに吸収
液２５を入れ、空気又は酸素２７ｃを供給しつつヒータ
２７ｄで加熱して燃焼させ、無機体のイオンを燃焼管先
端が挿入された吸収液２８に吸収させるようにしてい
る。
【００４１】上記分析手段としては、例えば滴定法、イ
オン電極法、イオンクロマトグラフ法又は紫外可視吸光
光度法等を挙げることができるが、これらに限定される
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ものではない。
【００４２】また、上記分析手法は可搬性にすぐれてい
るので、船舶の座礁現場においてもオンサイトで迅速
（約４時間程度）で評価を行うことができる。
【００４３】［第５の実施の形態］図７は本実施の形態
にかかる建材中の有害成分の分析方法の工程図を示す。
図７に示すように、本実施の形態にかかる分析方法は、
建材６１に含まれる不燃材中の臭素化合物を分析する方
法であって、建材６１に一部を採取６２した後、該採取
された試料６３を有機溶剤１４に投入し、該試料６３中
の有機物を抽出１５し、該抽出液１６を純水２１により
水洗し２２し、該水洗浄後の抽出液２３を燃焼管加熱分
解２７させて有機物を無機化し発生した塩化水素等のハ
ロゲン化物ガスを吸収液（ＮａＯＨ、ＫＯＨ等）２８に
吸収させ、該吸収液２８中の無機体のハロゲン化物（臭
素イオン）を分析２６するものである。
【００４４】上記燃焼管加熱分解２７は、図６に示すよ
うに、円筒型燃焼管２７ａ内の試料ボート２７ｂに吸収
液２５を入れ、空気又は酸素２７ｃを供給しつつヒータ
２７ｄで加熱して燃焼させ、無機体のイオンを燃焼管先
端が挿入された吸収液２８に吸収させるようにしてい
る。
【００４５】上記分析手段としては、例えば滴定法、イ
オン電極法、イオンクロマトグラフ法又は紫外可視吸光
光度法等を挙げることができるが、これらに限定される
ものではない。
【００４６】
【発明の効果】以上の説明したように、本発明によれ
ば、船舶、海洋構造物等の駆体に塗装された防汚塗料中
の有害成分を分析する方法であって、上記駆体に塗装さ
れたＰＣＢを含有する塗料を剥離等した後、該剥離され
た試料中の有害成分を分析するので、簡易迅速に塗料中
の有害成分の有無を分析することができ、修繕ドック等
の汚染物質の派生減における一次スクリーニング、モニ
タリングを行うことができる。
【００４７】また、滴定法等の分析手法は可搬性にすぐ
れているので、船舶の座礁現場においてもオンサイトで
迅速評価を行うことができる。
【００４８】また、土壌中の環境ホルモンや建材中の臭
素化物も分析することができるので環境汚染の防止を簡
易迅速に図ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】第１の実施の形態にかかる防汚塗料中の有害成
分の分析方法工程図である。
【図２】第２の実施の形態にかかる防汚塗料中の有害成
分の分析方法工程図である。
【図３】第３の実施の形態にかかる防汚塗料中の有害成
分の分析方法工程図である。
【図４】ボンベ燃焼手段の概略図である。
【図５】第４の実施の形態にかかる防汚塗料中の有害成
分の分析方法工程図である。
【図６】燃焼管加熱手段の概略図である。
【図７】第５の実施の形態にかかる防汚塗料中の有害成
分の分析方法工程図である。
【図８】ワイヤブラシ法の概略図である。
【図９】ブラスト法の概略図である。
【符号の説明】
１１  駆体
１２  剥離手段
１３  試料
１４  有機溶剤
１５  抽出
１６  抽出液
１７  乾燥
１８  溶解
１９  溶解水溶液
２０  酵素免疫法
２１  純水
２２  水洗
２３  抽出液
２４  ボンベ燃焼分解
２５  分析
２７  燃焼管加熱分解
２８  吸収液
３１  カバー
３２  ワイヤブラシ
３３  塗料
３４  ブラスト材
５１  土壌
５２  乾燥
５３  試料
６１  建材
６２  採取
６３  試料
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